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(57)【要約】
【課題】プロジェクタの設置の容易さや持ち運びの便利
さを損なうことなく、プロジェクタの投影光がカメラに
映り込んで撮影映像が見づらいものとなることを防ぐ。
【解決手段】プロジェクタ１と、プロジェクタ１と対向
するように設置されたカメラ２と、プロジェクタ１及び
カメラ２に接続する映像処理装置６とを備えたビデオ会
議システムにおいて、スクリーン３の手前にカメラ２が
設置されているため、プロジェクタ１により投影した映
像５１とカメラ２とが重なる場合に、プロジェクタ１に
より投影した映像５１上において、プロジェクタ１から
スクリーン３を見たときにカメラ２と重なる領域に暗領
域５２を設定する。これにより、カメラ２への投影光の
映り込みを減らすことできる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置に対向するように設置された投影装置に接続する映像処理装置であって、
　前記投影装置により投影する映像上に暗領域を設定する暗領域設定手段を備えたことを
特徴とする映像処理装置。
【請求項２】
　前記投影装置から投影位置を見たときに前記撮像装置と重なる領域に暗領域が設定され
ることを特徴とする請求項１に記載の映像処理装置。
【請求項３】
　暗領域の位置、形状、大きさ、色、柄、濃度のうち少なくともいずれか一つを属性とし
て有し、前記属性を任意に設定できるようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載
の映像処理装置。
【請求項４】
　前記撮像装置の撮影映像を視認しながら暗領域を設定できるようにしたことを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項５】
　暗領域設定手段として、前記投影装置により投影する映像と、前記撮像装置の撮影映像
とを同時に表示する暗領域設定画面を表示手段に表示する表示制御手段を有し、
　前記暗領域設定画面上において、前記撮像装置の撮影映像を視認しながら、前記投影装
置により投影する映像上に暗領域を設定できるようにしたことを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項６】
　暗領域設定手段として、前記投影装置により投影する映像上に暗領域を仮に設定する手
段と、前記仮設定した暗領域を配置した映像を前記撮像装置により撮影して取得する手段
と、前記仮設定した暗領域の属性を変更して取得した複数の映像のヒストグラムを生成す
る手段と、前記複数のヒストグラムから得た特徴量を比較することによって暗領域の属性
を決定する手段とを有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の映像
処理装置。
【請求項７】
　前記投影装置により投影する映像上に設定した暗領域の背景を視認可能とする手段を備
えたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項８】
　前記投影装置により投影する映像上に暗領域を合成する合成手段を備えたことを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項９】
　前記暗領域設定手段により設定された暗領域の情報を前記投影装置に伝達する手段を備
え、
　前記投影装置により投影する映像上に暗領域を合成する合成処理を前記投影装置に行わ
せることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項１０】
　投影装置と、前記投影装置と対向するように設置された撮像装置と、前記投影装置に接
続する映像処理装置とを備えた映像処理システムであって、
　前記投影装置により投影する映像上に暗領域を設定する暗領域設定手段を備えたことを
特徴とする映像処理システム。
【請求項１１】
　撮像装置に対向するように設置された投影装置に接続する映像処理装置で用いられるプ
ログラムであって、
　前記投影装置により投影する映像上に暗領域を設定する処理をコンピュータに実行させ
るためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投影装置と対向するように撮像装置が設置されたビデオ会議システム等に利
用して好適な映像処理装置、システム及びプログラム関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ネットワークを用いて双方向映像通信を行うビデオ会議システムが製品化さ
れている。ビデオ会議システムでは、映像を表示する装置として、ＣＲＴや液晶ディスプ
レイだけではなく、持ち運びが便利で大画面による表示が可能なプロジェクタが利用され
る。
【０００３】
　この種のビデオ会議システムにおいて、互いに相手の顔を見ながら視線を一致させて会
議等を行うことはコミュニケーションを行う上で重要である。視線を一致させるためには
、カメラを映像が表示されている場所の近くに設置する必要がある。しかしながら、映像
を表示する装置にプロジェクタを使用する場合、プロジェクタの投影光がカメラに映り込
んでしまい、撮影映像が見づらいものとなる問題がある。
【０００４】
　プロジェクタを用いて視線一致を実現するため、スクリーンにカメラを埋め込み、プロ
ジェクタ投影光がカメラの視野外になる場所にプロジェクタを設置して照射する例が特許
文献１に開示されている。しかしながら、この例はカメラをスクリーンに埋め込む構成に
より実現できるものであり、壁等の専用スクリーン以外の場所に投影する場合を考慮する
と、設置の容易さや持ち運びの便利さに欠ける。
【０００５】
　また、視線を一致させるため、透過型スクリーンを用いて、プロジェクタとカメラをス
クリーン後方に設置する例が特許文献２に開示されている。しかしながら、この例では、
特殊なスクリーンを必要とするため、特許文献１の例と同様に設置の容易さや持ち運びの
便利さに欠ける。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３５７０３６号公報
【特許文献２】特開平６－２３３２９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、映像を表示する装置としてプロジェクタを使用するビデオ会議システ
ムにおいて、視線が一致するようにカメラを設置した場合、プロジェクタの投影光がカメ
ラに映り込んでしまい、撮影映像が見づらいものとなる問題がある。特許文献１、２に開
示されている技術では、この問題を解決することができるが、プロジェクタの設置の容易
さや持ち運びの便利さが損なわれるという問題がある。
【０００８】
　本発明は上記のような点に鑑みてなされたものであり、プロジェクタの設置の容易さや
持ち運びの便利さを損なうことなく、プロジェクタの投影光がカメラに映り込んで撮影映
像が見づらいものとなることを防ぐことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の映像処理装置は、撮像装置に対向するように設置された投影装置に接続する映
像処理装置であって、前記投影装置により投影する映像上に暗領域を設定する暗領域設定
手段を備えたことを特徴とする。
　本発明の映像処理システムは、投影装置と、前記投影装置と対向するように設置された
撮像装置と、前記投影装置に接続する映像処理装置とを備えた映像処理システムであって
、前記投影装置により投影する映像上に暗領域を設定する暗領域設定手段を備えたことを
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特徴とする。
　本発明のプログラムは、撮像装置に対向するように設置された投影装置に接続する映像
処理装置で用いられるプログラムであって、前記投影装置により投影する映像上に暗領域
を設定する処理をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、投影装置により投影する映像上に暗領域を設定することにより、撮像
装置への投影光の映り込みを減らすことができ、撮影映像が見づらいものとなるのを防ぐ
ことができる。また、投影装置により投影する映像に画像処理を施すものであるので、特
殊な投影装置やスクリーンを必要とせず、投影装置の設置の容易さや持ち運びの便利さが
損なわれることもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。各実施形態で
は、本発明を映像処理システムであるビデオ会議システムに適用した例について説明する
。
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態のビデオ会議システムを構成するプロジェクタとカメラの配置を示
す図である。ビデオ会議システムにおいて、プロジェクタ（投影装置）１は、スクリーン
３に映像を投影する。
【００１２】
　カメラ（撮像装置）２でユーザ４を撮影する場合、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、
カメラ２をユーザ４と対向するように設置、すなわち、カメラ２をプロジェクタ１と対向
するように設置する必要がある。特に、自拠点のユーザ４と他拠点のユーザ５との視線を
一致させるためには、図１（ｂ）に示すように、ユーザ４の視線に近い高さにカメラ２を
設置する必要がある。
【００１３】
　この状態では、プロジェクタ１の投影光がカメラ２に映り込んでしまい、図２に示すよ
うに、カメラ２の撮影映像１４における輝度が飽和して、映像１４が見づらいものとなる
。図２は、プロジェクタ１の投影光がカメラ２に映り込んだときの撮影映像１４を模式的
に表した図である。撮影映像１４において、プロジェクタ１の投影口１２の周囲は高輝度
になり、映り込み光１３が発生するため、撮影映像１４が見づらいものとなる。
【００１４】
　図３は、本実施形態のビデオ会議システムの構成例を示す図である。本実施形態のビデ
オ会議システムでは、プロジェクタ１と、カメラ２と、これらプロジェクタ１及びカメラ
２に接続する映像処理装置８とを備える。相手側の対向装置２１も同様の構成をとり、映
像処理装置８はネットワーク７を介して対向装置２１と接続し、映像や音声の送受信を行
う。
【００１５】
　映像処理装置８は、音声出力部３１と、音声入力部３２と、表示制御部３３と、操作部
３４と、映像出力部３５と、映像入力部３６と、通信部３７と、全体制御部３８とを備え
る。各部３１～３７は内部バス等を介して全体制御部３８と接続し、全体制御部３８でそ
れぞれの制御を行う。
【００１６】
　スピーカー４１は音声出力部３１と接続し、対向装置２１が送信する音声を出力する。
マイク４２は音声入力部３２と接続し、自拠点のユーザの音声を入力する。
【００１７】
　ディスプレイ４３は表示制御部３３と接続し、映像処理装置８の操作画面等を表示する
。ディスプレイ４３としては、ＣＲＴや液晶ディスプレイ等の表示装置が挙げられるが、
特定の表示装置に限定されない。マウス４４は操作部３４と接続し、ユーザの操作を入力
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する。もちろん、マウス４４以外にも、キーボードやタッチパネル等の入力装置が接続す
る構成であってもよい。
【００１８】
　映像出力部３５はプロジェクタ１と接続し、プロジェクタ１に投影する映像を出力する
。映像入力部３６はカメラ２と接続し、カメラ２から撮影映像を受信する。プロジェクタ
１と映像出力部３５の接続形態、及び、カメラ２と映像入力部３６の接続形態としては、
ＵＳＢやＩＥＥＥ８０２．１１等が挙げられるが、特定の接続形態に限定されるものでは
ない。
【００１９】
　通信部３７はネットワーク７を介して対向装置２１と接続し、映像や音声を送受信する
。ネットワーク７は、インターネットに限らず、イントラネットやＬＡＮ等の様々なネッ
トワークにより構成される。また、ネットワーク７を介して接続する対向装置２１は１つ
に限定されない。
【００２０】
　以上のようにした映像処理装置８は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を具備する汎用
のパーソナルコンピュータを用いて構成することが可能である。
【００２１】
　次に、図４を参照して、本発明を適用した画像処理の基本原理を説明する。プロジェク
タ１とスクリーン３の間にカメラ２を設置する場合に、プロジェクタ１により投影する映
像に暗領域を重畳するように設定することによって、カメラ２の撮影映像への投影光の映
り込みを減少させるものである。ここで、暗領域とは暗い色の領域のことであり、特定の
色に限定されるものではない。
【００２２】
　図４（ａ）は、プロジェクタ１からスクリーン（投影位置）３を見たときの図である。
スクリーン３の手前にカメラ２が設置されているため、プロジェクタ１により投影した映
像５１とカメラ２とが重なる。そこで、図４（ｂ）に示すように、プロジェクタ１により
投影した映像５１上においてカメラ２に対応する部分、具体的にはプロジェクタ１からス
クリーン３を見たときにカメラ２と重なる領域に暗領域を配置するように投影することで
、投影映像５１上に暗領域５２を設定する。これにより、カメラ２への投影光の映り込み
を減らすことできる。
【００２３】
　次に、図５及び図６を参照して、暗領域の設定方法について説明する。図５に示すよう
に、ディスプレイ４３に暗領域設定画面６１を表示する。暗領域設定画面６１において、
映像６２はプロジェクタ１がスクリーン３に投影する映像であり、例えば対向装置２１か
ら受信した映像が含まれる。また、映像６３はカメラ２の撮像映像である。
【００２４】
　この暗領域設定画面６１上において、カメラ２の撮影映像６３を視認しながら、プロジ
ェクタ１により投影する映像６２上に暗領域６４を設定することができる。このとき、カ
メラ２への映り込みの影響を低減するように、暗領域６４の位置、大きさ等の属性をマウ
スポインタ６５で操作し、調整する。
【００２５】
　図６に示すように、暗領域６４の位置及び大きさの設定は、一般的なウィンドウシステ
ムと同様、マウスポインタ６５により暗領域６４の周囲に設定された操作部分６６をドラ
ッグ等の操作をすることで行う。例えば操作部分６６をドラッグしながら、左右にマウス
ポインタ６５を移動させれば暗領域６４の幅を変更することができ、上下にマウスポイン
タ６５を移動させれば暗領域６４の高さを変更することができる。また、斜めにマウスポ
インタ６５を移動させれば暗領域６４の高さ及び幅を同時に変更することができる。
【００２６】
　なお、ここでは暗領域６４の属性として、位置、大きさを説明したが、それ以外にも形
状、色、柄、濃度等を任意に設定できるようにしても良い。例えば暗領域６４の形状は矩
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形状に限られるものではなく、円形、楕円形や四角形、五角形等であってもよく、また、
あらかじめ設定された複数の形状から選択可能としてもよい。
【００２７】
　次に、図７のフローチャートを参照して、暗領域６４の設定手順について説明する。図
７は、暗領域６４を設定するときに全体制御部３８が実行するソフトウェアの処理手順で
ある。以下の処理手順が、本発明でいう暗領域設定手段、表示制御手段の処理例となる。
全体制御部３８は、ＣＰＵに相当し、コンピュータ可読媒体であるＲＯＭからＲＡＭに読
み出されたプログラムを参照することにより図７の処理を実行する。
【００２８】
　まず、ステップＳ１０１において、全体制御部３８は、カメラ２から映像を取得し、ス
テップＳ１０２において、対向装置２１から通信部３７を介して映像（対向装置映像）を
受信する。次に、ステップＳ１０３において、全体制御部３８は、図５に示したように、
ディスプレイ４３に対向装置映像を含む映像６２とカメラ２の撮影映像６３とを同時に表
示させる（暗領域設定画面）。また、ステップＳ１０４において、全体制御部３８は、映
像６２をプロジェクタ１に投影させる。
【００２９】
　次に、ステップＳ１０５において、全体制御部３８は、ディスプレイ４３上の映像６２
に暗領域６４を重畳して配置する。このとき、暗領域６４が重畳された映像はプロジェク
タ１より投影される。
【００３０】
　そして、ステップＳ１０６において、全体制御部３８は、図６で説明した手順により暗
領域６４の位置、大きさ、形状等の調整を行い、暗領域６４を設定する。このとき、ディ
スプレイ４３上のカメラ２の撮影映像６３を見ながら、カメラ２への投影光の映り込みの
影響が最小かどうかを目視で確認する。最小になったと判断した場合、終了する。
【００３１】
　以上の説明においては、映像処理装置８と対向装置２１とをネットワーク経由で接続し
た構成としたが、本発明において対向装置２１は必要ではない。例えば投影映像を閲覧す
る様子を録画するためにカメラ２を図１のように配置する場合がある。
【００３２】
　以上述べたように、第１の実施形態では、プロジェクタ１の投影光が映り込む場所にカ
メラ２を設置した場合、プロジェクタ１により投影する映像上に暗領域を設定することに
より、カメラ２への投影光の映り込みを減少させることができる。これにより、対向装置
２１での表示映像（カメラ２の撮影映像を含む）が従来の暗領域の重畳がないものに比べ
て、見やすいものとなる。
【００３３】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、プロジェクタ１と対向するように設置されたカメラ２の撮影映像
における輝度ヒストグラムを使用することで、暗領域６４の設定を自動的に最適化する例
について説明をする。なお、ビデオ会議システム全体の構成や各機器の構成は第１の実施
形態と同様である。本実施形態でも、投影する画像の制御及び作成は全体制御部３８上で
動作するソフトウェアにおいて行う。
【００３４】
　まず、基本的な原理について説明を行う。本実施形態では、暗領域の属性を位置及び大
きさとして各々を最適化する手法を説明する。暗領域の属性は位置及び大きさに限定され
るものではなく、他の属性についても同様な手法による最適化が可能である。
【００３５】
　第２の実施形態では、プロジェクタ１により投影する映像６２上における暗領域６４の
位置を決定する第一段階と、暗領域６４の大きさを決定する第二段階の二段階の処理を実
行する。これにより、プロジェクタ１により投影した映像５１上のカメラ２に対応する部
分（カメラ部分）に暗領域６４を設定する。
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【００３６】
　第一段階では、全体制御部３８において作成した白色の画像上に、所定の大きさの暗領
域を配置してプロジェクタ１から投影を行う。すなわち、プロジェクタ１により投影する
映像上に暗領域を仮に設定する。次に、仮設定した暗領域を配置した映像をカメラ２によ
り撮影して取得し、輝度ヒストグラムを作成する。
【００３７】
　そして、暗領域を再配置し、輝度ヒストグラムを作成し、画像全体に対して輝度ヒスト
グラムを作成するまで繰り返す。ここで、暗領域の再配置は領域を上からまた、輝度ヒス
トグラムを作成する度に、図８に示すように、ｔｈ階級から最も高輝度な階級までの度数
の和Ｚnを記憶する。ｔｈの値の設定に関しては、判別分析法等を用いてヒストグラムの
谷を発見し設定を行う。判別分析法とは、分布を分離する閾値の決定する方法である。ｔ
ｈの値に関しては、最初に決定した値を毎回使用する。
【００３８】
　度数の和Ｚnは、以下の式（１）により求める。式（１）において、Ｉmaxは輝度に関す
るヒストグラムの階級の最大を示し、Ｉthはｔｈ番目の階級を示す。Ｈiは輝度ｉのヒス
トグラムの度数である。
【００３９】
【数１】

【００４０】
　図９（ａ）は度数の和Ｚnをグラフ化したものである。図９（ａ）中、横軸はヒストグ
ラムの番号を示し暗領域の位置の変化に対応する。また、縦軸は度数の和の値Ｚを示す。
【００４１】
　図９（ａ）において、暗領域がカメラ部分に配置されたとき、配置されてない場合に比
べて、度数の和の値Ｚが小さくなる。このため、値Ｚが最小となったときの暗領域の位置
を暗領域の配置場所として決定すれば、カメラ部分に対応する位置に暗領域を配置するこ
とができる。
【００４２】
　第二段階では、暗領域の大きさの調整を行う。全体制御部３８において作成した白色の
画像上に、前記第一段階で決定した位置に暗領域を配置してプロジェクタ１から投影を行
う。次に、全体制御部３８においてカメラ２の撮影映像を取得し、輝度ヒストグラムを作
成する。そして、暗領域を縮小し、暗領域の縦横どちらかの長さが０になるまで輝度ヒス
トグラムの作成を繰り返す。また、輝度ヒストグラムを作成する度に、ｔｈ階級から最も
高輝度な階級までの度数の和Ｚnを式（１）を用いて求め記憶する。ここで、ｔｈの値の
設定に関しては、前記第一段階と同様である。そして、式（２）を用いて暗領域１回縮小
あたりにおける部分ヒストグラムの成分和Ｚmの変化量ｂｒmを求める。式（２）において
、Ｚmはｍ回目の式（１）による度数の和を示す。
【００４３】
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【数２】

【００４４】
　図９（ｂ）は成分和Ｚmの変化量ｂｒmをグラフ化したものである。図９（ｂ）中、横軸
はループの繰り返し回数を示し、縦軸は成分和Ｚmの変化量の値ｂｒを示す。
【００４５】
　暗領域がカメラ２の大きさよりも小さくなった場合、カメラ２に投影光が映り込み、撮
像画像中の高輝度な点が急増するため、度数の和の値Ｚが大きくなる。このため、図９（
ｂ）中Ｚの変化量ｂｒが最大のときを暗領域の大きさとすることで、カメラ部分に対応す
る大きさにすることができる。
【００４６】
　以上の手順を、図１０に示す全体制御部３８の動作処理フローチャートに示す。暗領域
の設定開始後、全体制御部３８は、ステップＳ２０１において暗領域の位置の最適化を行
い（第一段階）、ステップＳ２０２において暗領域の大きさの最適化を行う（第二段階）
。そして、ステップＳ２０３において、全体制御部３８は、暗領域の位置及び大きさをＲ
ＡＭに記憶し終了する。
【００４７】
　次に、図１０（ｂ）を参照して、ステップＳ２０１で定義した暗領域の位置の最適化手
順について説明を行う。ここでは説明のため、縦横比は投影画像と同一で面積が１／ｓ倍
の黒い矩形を用いる。
【００４８】
　ステップＳ３０１において、全体制御部３８は、白い画像上に暗領域を配置した画像を
プロジェクタ１によって投影させる。ステップＳ３０２において、全体制御部３８は、カ
メラ２の撮影映像を取得する。ステップＳ３０３において、全体制御部３８は、輝度ヒス
トグラムを作成した後に、ステップＳ３０４において、特徴量として度数の和Ｚnを計算
し記憶する。ここで、暗領域の初期配置は白い画像上の左上端する。そして、全体制御部
３８は、暗領域を再配置するときは、暗領域を右に移動させ、右端まで達した場合は、左
端に戻り暗領域を下に移動させる。ステップＳ３０５において、全体制御部３８は、画像
全体に対して暗領域を配置するまで、暗領域を再配置すると判断する。これにより、複数
の映像のヒストグラムが生成されることになる。
【００４９】
　その後、ステップＳ３０６において、全体制御部３８は、ステップＳ３０４で記憶した
度数の和Ｚnの比較を行い、和が最小となる暗領域の配置場所を決定し、ステップＳ３０
７において、位置をメモリに記憶する。
【００５０】
　次に、図１０（ｂ）を参照して、ステップＳ２０２で定義した暗領域の大きさの最適化
手順について説明する。なお、ステップＳ２０１の処理とステップＳ２０２の処理を同じ
フローチャートを用いて説明するが、実際の処理は異なる。
【００５１】
　ステップＳ３０１において、全体制御部３８は、白い画像上に暗領域を配置した画像を
プロジェクタ１によって投影させる。ステップＳ３０２において、全体制御部３８は、カ
メラ２の撮影映像を取得する。ステップＳ３０３において、全体制御部３８は、輝度ヒス
トグラムを作成した後に、ステップＳ３０４において、度数の和Ｚnを計算しメモリに記
憶する。ここで、暗領域の初期位置及び大きさは、ステップＳ２０１で決定したものが使
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用され、暗領域縮小の割合は暗領域の上下左右から１ピクセルずつ縮小される。ステップ
Ｓ３０５において、全体制御部３８は、暗領域の縦横どちらかの大きさが０になるまで、
暗領域を再配置すると判断する。これにより、複数の映像のヒストグラムが生成されるこ
とになる。
【００５２】
　その後、ステップＳ３０６において、全体制御部３８は、ステップＳ３０４で記憶した
度数を用いて度数の変化量ｂｒを計算し、該変化量ｂｒが最大となる暗領域の大きさを求
め、ステップＳ３０７において、大きさをメモリに記憶する。
【００５３】
　本実施形態では、輝度ヒストグラムを使用したが、使用するヒストグラムは輝度ヒスト
グラムに限定されない。例えばＲＧＢカラーモデルの場合、ＲＧＢ成分のそれぞれ、もし
くは組み合わせ、もしくはすべてのヒストグラムの成分を使用することでも、暗領域の設
定は可能である。
【００５４】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態として、図１１に示すように映像処理装置８がディスプレイ４３を持た
ない場合について説明する。本発明は、ディスプレイ４３がない構成であっても効果を得
ることが可能である。なお、図１１に示す映像処理装置８おいて、ディスプレイ４３及び
表示制御部３３以外の構成は図３に示した映像処理装置８と同様であり、ここではその説
明を省略する。
【００５５】
　ディスプレイ４３を持たない映像処理装置８の場合、図５に示した自拠点のカメラ２の
撮影映像６３を確認する手段がない。そこで、本来の投影映像６２と同時に、撮影映像６
３を投影映像中に配置する。そして、スクリーン３の暗領域の設定を行う。すなわち、ス
クリーン３を表示手段として使用するものである。
【００５６】
　図１２に、この場合の投影映像を示す。全体制御部３８は、本来の投影映像１０１を表
示した後に、カメラ２の撮影映像１０２を重畳して表示する。このとき、撮影映像１０２
はプロジェクタ１が投影する映像１０１のカメラ２部分に重畳しないように配置される。
そして、暗領域１０３をマウスカーソル１０４により操作し、重畳する位置、大きさ、形
状等が設定される。暗領域の設定方法は、第１の実施形態と同様であるため説明を省略す
る。
【００５７】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態として、プロジェクタ１による暗領域の合成について説明を行う。本発
明において、投影映像に対する暗領域の配置処理や設定処理はプロジェクタ１で行うこと
も可能である。具体的には、映像処理装置８の操作部３４より、暗領域を設定する位置を
指定する。次に、暗領域を配置する位置情報と投影映像情報を個別にプロジェクタ１に伝
達し、プロジェクタ１において合成処理を行った後、スクリーン３に投影する。
【００５８】
　或いは、暗領域の設定そのものをプロジェクタ１において行うようにしてもよい。すな
わち、プロジェクタ１が操作部を持つ場合、プロジェクタ１において暗領域を設定する位
置を指定する。次に、プロジェクタ１において映像処理装置８から伝達された投影映像上
の、前記指定位置に対応した位置に暗領域を合成する。
【００５９】
（第５の実施形態）
　第５の実施形態として、暗領域の存在による操作性の低下を防止する方法を説明する。
機器の構成及び配置に関しては、第１の実施形態もしくは第３の実施形態のどちらでも構
わない。
【００６０】
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　暗領域６４をマウスポインタ６５により操作し設定する場合、暗領域を領域の枠のみ、
もしくは、半透明とする。これにより、設定操作中に暗領域の背景を視認可能することが
できる。
【００６１】
　また、暗領域を設定した後でも、マウスポインタ６５等の入力装置を用いた所定の操作
が行われた場合に、暗領域を枠のみ、もしくは、半透明、もしくは透明とする。これによ
り、暗領域を設定した後であっても、暗領域の背景を視認可能することができ、結果とし
て操作性の低下を防止することができる。
【００６２】
　なお、暗領域を枠のみ、もしくは、半透明（もしくは透明）にする方式以外にも、暗領
域内を１ピクセルおきに透明にする手段や、暗領域を１秒おきに透明にする方式等もあり
、特定の方式に限定されるものではない。
【００６３】
　なお、本発明の目的は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給することによっても達成される
。この場合、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体
に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。
【００６４】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００６５】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００６６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施形態の機能が実現されるだけに限らない。例えば、そのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（基本システム或いはオペレーティングシステム
）等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実
現されてもよい。
【００６７】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る形態でもよい。この場合メモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づ
き、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全
部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】ビデオ会議システムを構成するプロジェクタとカメラの配置を示す図である。
【図２】プロジェクタの投影光がカメラに映り込んだときの撮影映像を模式的に表した図
である。
【図３】第１の実施形態のビデオ会議システムの構成例を示す図である。
【図４】暗領域の設定位置を説明するための図である。
【図５】暗領域設定画面の例を示す図である。
【図６】暗領域の調整方法を説明するための図である。
【図７】第１の実施形態における暗領域の設定手順を示すフローチャートである。
【図８】輝度ヒストグラムの例を示す特性図である。
【図９】輝度ヒストグラムを使用した暗領域設定時の計算値のグラフを示す特性図である
。
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【図１０】第２の実施形態における暗領域の設定手順を示すフローチャートである。
【図１１】第３の実施形態のビデオ会議システムの構成例を示す図である。
【図１２】投影映像にカメラの撮影映像を重畳して表示する画面例を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　プロジェクタ
　２　　カメラ
　３　　スクリーン
　７　　ネットワーク
　８　　映像処理装置
　３１　音声出力部
　３２　音声入力部
　３３　表示制御部
　３４　操作部
　３５　映像出力部
　３６　映像入力部
　３７　通信部
　３８　全体制御部
　４１　スピーカー
　４２　マイク
　４３　ディスプレイ
　４４　マウス
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